大型車両通行の承認申請をされる方に
山鹿市建設課


大型車両通行の承認申請書について（通知）


山鹿市管内の道路を利用する際は、利用後の道路破損等に伴うトラブルの未然防止のため、事前に『大型車両通行の承認申請書』を提出のうえ承認書の交付を受けることができます。なお、当課に申請書を提出後、承認書の交付を受けるまで約１～２週間要しますのでご承知おき下さい。

添付書類（正副２通）
・大型車両通行の承認申請書
・車両通行経路図（様式任意）（国道 or 県道 or 市境⇔市道⇔目的地）
・市道〇〇号〇〇〇線大型車両通行に係る誓約書
・同意書
・通行前の道路の写真

　注意事項
　・当申請書は、大型車両が未改良の山鹿市道を通行する際に提出する
ものとなります。（未改良区間の有無については建設課にてお尋ね
ください。）また、申請に関しては市が推奨するものであり、必須
ではなく任意としています。
・当該承認を得た場合であっても、道路破損時に市が復旧に関して必
ず保証するという趣旨のものではありません。
・当該承認後に地元とトラブルが起こった場合、申請時の資料を元に
市の担当者から地元に説明を行います。山鹿市役所　建設部
建設課　建設総務係
TEL：0968-43-1584
FAX：0968-44-3200

